
※令和７年7月より「拠点回収」に

変更となりました。
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平成 27年 4月から、平塚市、大磯町とのごみ処理広域化により分別・収集方法が

変わります。

今後も、ごみの分別にご協力お願いします。

ごみ出しルールを守りましょう。

■　収集日の朝（午前 8時まで）に出してください。

　　前日の夜や収集後に出してはいけません。

■　お住まいになっている地域で決められたごみ置場に

出しましょう。

　　他のごみ置場に出すことはルール違反です。

■　ごみは、通行の妨げにならないようにごみ置場内に

出してください。

■　自分が出したごみが収集されたか確認しましょう。

■　ごみ出しルールが守られていないごみは「収集でき

ません！ステッカー」（右図参照）に正しい出し方を

記載して張り、ごみ置場に置いていきます。

　　自分が出したごみに張られていたら、ステッカーの

　　指示を確認し、決められた方法で出し直してください。

■　業者に作業等を依頼して出たごみは、その業者に

　　処分を依頼してください。

■　ルール違反があったときは、町でごみ袋を開封して

中身を確認することがあります。

ごみ置場は、利用者みんなで維持管理しましょう。

■　ごみ置場の清掃や管理は、利用者同士が協力して行いましょう。

■　カラスネットなどを有効活用し、ごみの飛散防止に努めましょう。

　　カラスネットは生活環境課窓口で配布しています。

「収集できません！ステッカー」

はルールの守られていないごみ

に張ります。

ごみ出し࠲ߨૅجごみ出し࠲ߨૅج
要  

チェック！
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資 源 容器包装プラスチック

間 違 え や す い も の
「容器包装プラスチック」以外の

プラスチック製品
医師の指導による在宅医療廃棄物

　　マークが付いて

いても出せません。

プラスチック製
容器包装

法定識別マーク

マークが目印

裏が銀色でも出せます。

シャンプー・洗剤
などのボトル類

トレー・パック・
カップ類

食用油・ソース・化粧品

の容器　など

肉・魚などのトレー、卵のパック、

カップめん・プリンの容器　など

袋・フィルム類
発泡スチロールの箱・

その他緩衝材類
その他

レジ袋、スナック菓子の袋、

詰め替え用シャンプーの袋　など

発泡スチロール緩衝材、

保冷用発泡スチロールの箱　など

ペットボトルのキャップ、

歯磨き粉・ケチャップなどのチューブ類、

薬（錠剤）のシート　など

・  マークがついているもの

・  マークは外箱や外袋に表示されている場合があります。

・ 食品等が付着したものは絶対に出さないようにお願いします。

→分別は、
　「可燃ごみ」（P.12、13）、
　「破砕ごみ」（P.14）です。

→在宅医療廃棄物は、原則、
　処方された医療機関へ
　ご相談ください。

注目！

注目！
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中身の商品を取り出した（使った）後に不要となるプラスチック製の容器（入れ物）や

包装（包み、袋）

化学原料やプラスチック製品などにリサイクルします。

１ 汚れがあるものは水洗いして、付着している食品などの汚れを落としてください。

２ 汚れ、においが落ちないものは可燃ごみに出してください。

３ 発泡スチロール製のもの、袋・フィルム類など種類に関係なく透明または
半透明のビニール袋に入れて出してください。

ごみ出しルール

飛散しやすいごみは、ビニール袋に入れてからポリバケツなどに入れて

ごみ置場に出してもかまいません。

ただし、ポリバケツは回収しませんので後で片づけてください。

風で飛ばないように

出してください。

容器包装プラスチックの分け方の例

まずは  マークを確認しましょう。

 マークの下や横に小さな字で記載してあるものが、容器包装プラスチックです。

ペットボトル飲料 コンビニ弁当 菓子

表示例

キャップ
ラベル

表示例

容器
外装フィルム

表示例

外装フィルム
トレー

カップめん 歯磨き粉チューブ 歯ブラシ

表示例

カップ
外装フィルム
粉末スープ袋

表示例

キャップ
チューブ

表示例

カバー

ワンポイント●　 　●

ペットボトル

容器包装プラスチック

可燃ごみ

容器包装プラスチック

古紙

容器包装プラスチック

可燃ごみ

容器包装プラスチック 容器包装プラスチック

可燃ごみ古紙

容器包装プラスチック
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資 源 ペットボトル
清涼飲料・しょう油・酒類・みりん
などが入っていたペットボトル

洋服などの繊維製品やペット
ボトルなどにリサイクルします。

資 源 ビン
飲料・調味料などのビン

（リターナブルビン・耐熱性ガラスビン以外）

新しいビン、ガラス繊維、土木材料などにリサイクルします。

間 違 え や す い も の
シャンプー・洗剤などのボトル類で

ペット素材のもの

→分別は、「容器包装プラスチック」（P.4、5）です。

ペットボトル
法定識別マーク

マークが目印

飲料・調味料・薬・
化粧品などのビン

※中をゆすいでください。
※ラベルやシールは
　無理にはがす必要
　はありません。

色、サイズなどによる
分別は不要。

１
キャップとラベルをはずし、清涼飲料・しょう油・酒類・みりん
などが入っていたペットボトルを出してください。

２ 中をゆすいでから出してください。

３ 透明または半透明のビニール袋に入れて出してください。

ごみ出しルール

１ 中身をからにして、ゆすいでから出してください。

２ 透明または半透明のビニール袋に入れて出してください。

ごみ出しルール

※金属製のふたは
　「金属」に出す。

リ タ ー ナ ブ ル ビ ン（ ビ ー ル ビ ン、

牛乳ビン、一升ビンなど）は販売店等

に返却してください。

風で飛ばないように

出してください。

（P.5 ● ワンポイント ● 参照）

間違えやすいもの
割れたビン

ビン以外の
ガラス製品

耐熱性ガラスビン
（果実酒をつけるビン、
哺乳ビンなど）

→分別は、「破砕ごみ」
　（P.14）です。

洗 浄 し、
繰り返し
使用され
ます。

※キャップとラベルは、
容器包装プラスチック

　に出す。
※水で洗ってから出す。

ワンポイント●　 　●

注目！

注目！



※令和７年４月より「有害ごみ」に

変更となりました。

※中身を使い切り、穴を空けず、

他の有害ごみとは袋を分けて

出してください。

「つぶれた空き缶」や「缶詰のは
ずれたふた」が混入すると、処
理施設での圧縮処理に支障
がでますので、適正な分別にご
協力をお願いします。
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■ 段ボール、飲料用紙パック

段ボール 飲料用紙パック

牛乳、ジュースなどの紙パック（内側が白いもののみ）

段ボールだけでまとめて縛る。

飲料用紙パックと混ぜない。
飲料用紙パックだけでまとめて縛る。

段ボールと混ぜない。

資 源 古紙類

間 違 え や す い も の
アルミコーティングなど特殊加工した紙、紙おむつ、ティッシュペーパー、
感熱紙（例：レシート）・カーボン紙などの化学処理されているもの、
ガムテープなど不純物が取り除けないもの

１
種類ごとにまとめてひもで縛るか、紙袋に入れて
出してください。

２
紙以外の不純物は取り除いてください。
（ホチキスの針はそのままでＯＫ）

３ ガムテープなどで留めないでください。

４
「新聞・折り込みチラシ」と、「雑誌・雑紙・シュレッダー
くず」は分けてごみ置場に置いてください。

ごみ出しルール

■ 新聞紙・折り込みチラシ、雑誌・雑
ざ つ

紙
が み

・シュレッダーくず

新聞紙・折り込みチラシ 雑誌・雑紙・シュレッダーくず

雑誌、紙の菓子箱、包装紙、シュレッダーくず　など

新聞紙・折り込みチラシだけで縛るか紙袋に入れる。

雑誌・雑紙と混ぜない。
雑誌・雑紙だけで縛るか紙袋に入れる。

新聞紙・折り込みチラシと混ぜない。

※新聞紙と折り込み

　チラシは、分けずに

　一緒にひもで縛るか、

　紙袋に入れて出す。

※筒や箱はつぶして平らに伸ばす。

※ひもで縛るか、紙袋に入れて出す。

※雨の日は、濡れないように透明または

　半透明のビニール袋に入れて出す。

※水で洗って乾かし、はさみで開く。

※平らに伸ばしてまとめてひもで縛る。

※雨の日は、濡れないようにビニール袋

　に入れて出す。

※雨の日は、濡れない

　ように透明または

　半透明のビニール袋

　に入れて出す。

→分別は、「可燃ごみ」
　（P.12、13）です。

雨

雨

雨

新聞紙と折り込み
チラシを混ぜる
ことで、質の
良い再生紙が
できます。

細かな紙は、透明
または半透明の
ビニール袋に入れ、
口を縛って出して
いただいても結構
です。

段ボールとは、断面が波状
になっているものです。

※たたんで平らに伸ばしてまとめてひもで縛る。

※雨の日も、ビニール袋に入れない。

　濡れても回収します。
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再利用でき、洗濯してある下記の布類

スーツ、ネクタイ、ワンピース、スカート、ズボン、Ｔシャツ、ワイシャツ、ブラウス、セーター、布ジャンパー、

布コート、生地、手ぬぐい、ハンカチ、肌着、靴下、水着、和服、カーテン、タオル、タオルケット、シーツ、毛布　など

新聞紙・折り込みチラシ、雑誌・雑紙、段ボール、紙パック

新聞紙、トイレットペーパー、段ボール、紙箱など、種類により違う用途の紙にリサイクル
します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

間 違 え や す い も の
酒パックなど、内側がアルミでコーティングしてある紙パック 紙パックについているプラスチックキャップ

間 違 え や す い も の
軍手、汚れているもの 革製の衣類（一部に革が使用されているものを含む）

１ 種類ごとに、まとめてひもで縛ってください。

２ ガムテープなどで留めないでください。

３ 段ボール箱は必ずたたんで平らに伸ばしてください。

４
キャップやガムテープなど、紙以外の不純物は
取り除いてください。

ごみ出しルール

資 源 布類
布類や衣類で再利用できるもの

回収された衣類は、その多くが古着として海外等で再使用

します。古着として再使用できない肌着などは軍手などに

リサイクルします。　　　　　　　　　　　　　　　　

※透明か半透明

　のビニール袋

　に入れて出す。

濡れると資源化できないので、

雨天の場合は、できるだけ

次回の収集日に出してください。

→分別は、
　「可燃ごみ」（P.12、13）です。

外す。

→分別は、「可燃ごみ」
　（P.12、13）です。

→分別は、「可燃ごみ」
　（P.12、13）です。

１ 洗濯してあるものを、透明または半透明のビニール袋に入れて出してください。

ごみ出しルール

雨

→分別は、
　「容器包装プラスチック」
　（P.4、5）です。



10 11

間 違 え や す い も の
動物油（豚脂、牛脂など） 事業所（小売店、工場など）

から出る廃食用油
食用以外の油（軽油、灯油など）

資 源

資 源

剪定枝

廃食用油

庭木を自分で剪定した際に出る、長さ 80㎝
以下、太さ 10㎝以下の枝

発電の燃料や堆肥の原料にリサイクルします。

植物油
（サラダ油、オリーブ油、ごま油、菜種油、紅花油　など）

印刷用インキの原料にリサイクルします。

１ 枝のみをひもで縛って出してください。葉はついたままでかまいません。

２
1 世帯が 1回の収集に出せる剪定枝束の数は 3束です。剪定枝が 1回に 4束以上出る場合は、収集日を
分けて出すか、環境衛生センター（桜美園）に直接持ち込み（P.3 参照）をしてください。

１
軽くこした植物油をペットボトル（ガラスビン不可）に入れ、透明または半透明のビニール袋に入れて出して
ください。未開封のものはそのまま出してかまいません。

２ 賞味期限切れの油も回収します。 ３ ごみ置場では、他のごみと分けて置いてください。

ごみ出しルール

ごみ出しルール

自然木のみ

（ウルシなど毒性の

ある植物を除く。）

間 違 え や す い も の
縛ることのできない細かな枝、落ち葉、草 長さ 50㎝未満の竹

→キッチンペーパーなどに
染み込ませてから出して
ください。

　分別は、「可燃ごみ」
　（P.12、13）です。

→分別は、
　「町で処分できないもの」
　（P.18、19）です。

冷ましてから

入れる。

→分別は、
　「可燃ごみ」
　（P.12、13）
　です。

→分別は、
　「破砕ごみ」
　（P.14）です。

※軽くこしてから、

　ペットボトルに入れ、

　キャップをしっかり

　閉める。

※太い枝は 10㎝

　以下の太さに

　割り、ひもで縛る。

※必ずひもで縛って出す。

　バケツ、段ボール、指定ごみ袋

　などに入れて出せません。

※1回で出せるのは

　3束まで！

※透明または半透明の

ビニール袋に入れ

て出す。

家庭用 事業用

家庭用 事業用

30㎝
以下

80㎝以下

竹についてはP.14に詳しく掲載しています。

注目！



ゲーム機

ハンディファン

バッテリー（リチウム蓄電池）内蔵型の家電

・小型のものは、透明または半透明の袋に

入れ、他の家電と分けて出してください。

※バッテリー（リチウム蓄電池など）本体部

分（モバイルバッテリー等）は、「有害ごみ」の

収集日に出してください。
火災の原因になります。

「拠点回収（役場生活環境

課または環境衛生センター

の回収ボックス）」です。

個人情報入りの

携帯電話、スマートフォンなど

（令和７年７月より変更）
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可燃ごみ

生ごみ 草、落ち葉

調理くず、残飯、

卵の殻、貝殻　など

縛ることができない細かな枝

草、落ち葉　など

マークがついていない
やわらかいプラスチック製品

ビデオテープ、
カセットテープ

履物

スポンジ、ラップ、

水着、浮き輪　など

革靴、運動靴、長靴、

スリッパ　など

30㎝以下のサイズの
ぬいぐるみ・クッション・まくら

ゴム製品、
ビニール製品、皮革製品

その他

ゴムホース、輪ゴム、マット、

車のシートカバー、

革ジャケット、グローブ　など

古紙に出せない紙類、汚れた紙類、

布類で回収されない衣類・布類、

使い切りカイロ、竹串、アルミホイル

　など

生ごみは水分をしっかり
しぼって出す。

→ 30cmより大きなぬいぐるみ・
クッション・まくらは「寝具類」
（P.15）で出す。
※30㎝以下にすれば「可燃ごみ」で

　出すことが可能。

※おむつは汚物を

取り除く。

※花火、マッチ、

炭などは濡ら

してから出す。

可燃ごみは、

必ず指定ごみ袋で

出してください。

→P.3 参照

家庭用 事業用

※ケースは、
　「破砕ごみ」
　（P.14）です。

30㎝
以下

30㎝以下

注目！

注目！

注目！
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ワンポイント●　 　●

生ごみ、軟質プラスチック、ゴム製品、皮革製品などで、一辺の長さが30㎝以下のもの（資源ごみを除く）、
角材や丸太などは太さ5㎝以下で長さ30㎝以下のもの、板材は30㎝角以下で厚さ1㎝以下のもの

可燃ごみを焼却して発生する副生成物（灰等）は、全てリサイクルします。

１
指定ごみ袋に入れて出してください。（ポリバケツで出す場合も同様）
指定ごみ袋に入っていないものは収集しません。

２ 1 世帯が 1 回の収集に出せるごみ袋の数は 3 袋までです。

３
大きいものや長いものは、30㎝× 30㎝程度の大きさに切って出して
ください。

４
水切りネットを使ったり、一晩置いて乾かしたりして生ごみの水分を
しっかり切ってください。

ごみ出しルール

間 違 え や す い も の
容器包装プラスチック ペットボトル 古紙類

布類 剪定枝 廃食用油 長さ 50㎝未満の竹

→分別は、
　「破砕ごみ」（P.14）です。

→ P.4、5

→ P.9 → P.10 → P.10

→ P.6 → P.8、9

生ごみの約 80%は水分です。１世帯で１日 100ml の水切りを

行うと、町全体では年間約 400t のごみを減量できます。

生ごみの水分は、ごみ置場の悪臭問題にもつながるので、

よろしくお願いします。

ごみの減量には生ごみ処理機の活用も有効です。

生ごみ処理機を購入される際は補助金交付制度がありますので、

購入する前に生活環境課  （0463）71-3311 へお問い合わせください。

もうひとしぼり、お願いします！ ～生ごみの水分について～

指定ごみ袋は有料です。

詳しくはP.3に掲載して

います。

家庭用 事業用

資源ごみはリサイクルします。

　　マークのあるもの
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破砕ごみ
1 人で持ち運ぶことができ、一番長い辺または直径
が 1mまでの資源・可燃・有害ごみ以外の硬いもの

破砕選別し資源回収後、可燃性のものは可燃ごみと
同様に処理します。不燃性のものは、埋め立てます。

マークがついていない
硬いプラスチック製品

ガラス製品、陶器製品
1人で持ち運ぶことが
できる家具（1ｍ以下）

クーラーボックス、CD　など

鏡、ガラス製品、植木鉢、
陶磁器製品、割れたビン、

耐熱性ガラスビン（哺乳ビン）など

カラーボックス、座イス、

座卓、傘立て、お風呂のすのこ、

一人で持ち運ぶことができる

タンス・本棚　など

いろいろな素材の混合物 棒状・板状のもの
（長さ２mまで可）

長さ50㎝未満の竹

メガネ、ベビーカー、かばん、
傘、T字カミソリ、スーツケース、
ボールペン、ヘルメット　など

ほうき、スキー板、ストック、
スノーボード、よしず　など

１ 細かなものは、透明または半透明のビニール袋に入れて出してください。

２ 棒状のものを複数出す場合は縛り、たためるものはたたんで出してください。

３ ごみ置場で、竹は他のごみと分けてまとめて置いてください。

ごみ出しルール

間 違 え や す い も の
建築廃材と見分けが
つかないもの

町で処分できないもの

ビン
空き缶類
金属

家電類
蛍光管類

有害ごみ 戸別収集（有料）

→P.3、18、19 → P.16、17→ P.6、7 → P.11 → P.15

※ポリバケツ・バケツには、ごみ
とわかるようにメモを張る。

※すだれ、ブラインドはたたんで
縛り、棒状にする。

※ひもで縛る。 ※束の太さは
　30㎝以下

張り紙が無いものは
収集できません。

長さ 50㎝～ 2ｍの竹の
分別は「戸別収集（有料）」
（P.16、17）です。

ごみ

ごみ

注目！

注目！

30㎝
以下



スプレー缶

※中身を使いきって、絶対に危険なため

穴をあけずに出す。

※キャップやノズルは分けて、

「容器包装プラスチック」で出す。

バッテリー(リチウム蓄電池など)本体部分

モバイルバッテリー

鉛電池

電動自転車の

バッテリー部分

２次電池

※絶縁処理（テープで端子を覆うなど）をして出す。

令和７年７月より変更

※その他のリチウム畜電池については下記のとおり出す。

・バッテリー内蔵型の家電（ゲーム機、ハンディファンなど） 「家電類」

・個人情報入りの携帯端末など（スマートフォンなど） 「拠点回収」

ライター・スプレー缶、リチウム蓄電池は金属をリサイクルします。

※絶縁処理（テープで

端子を覆うなど）を

して出す。
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指定品目

1,000 円分　【戸別収集処理券（500円／枚）を２枚張る。（１個につき）】

・エレクトーン

・オルガン

・ソファー

・ベッド（土台）

・ベッド用マット（スプリング入り）

・健康器具

　　例：マッサージチェア、

　　　　エアロバイク、ルームランナー

・ミシン（足踏み式）

・1人では持ち運ぶことができないもの

　　　ただし、「作業員 2人で収集できないもの」、

　　　「建築廃材と見分けがつかないもの」

　　　及び「町で処分できないもの」は除く。

　　例：たんす、学習机、食器棚

指定品目以外

500 円分　【戸別収集処理券（500円／枚）を１枚張る。（１個、45ℓ以下の袋1袋分につき　　　
）】

・１人で持ち運ぶことができるもの

　　　ただし、「建築廃材と見分けがつかないもの」

　　　及び「町で処分できないもの」は除く。

　　例：障子、ふすま

・「可燃ごみ」で 30㎝以下に切ることが

　できないもの

・通常の収集に出せるもの

戸別収集（有料）

・「戸別収集処理券」を購入する前に、予約申込みをお願いします。

　予約申込みが無いものは収集できません。

・ご自宅（屋外）まで収集に伺います。

・収集当日朝8時までに玄関前などの指定された場所に出してください。

・予約個数は1回につき5個（袋）までです。

※ベッドの土台とスプリング入り

マットは、それぞれに 1,000 円

分の処理券が必要。スプリング

の無いマットは「寝具類」（P.15）

に出せます。

※ 1袋につき 500円の処理券が必要。

45ℓ以下の袋にまとめれば、１個として取り扱います。

ただし、ごみを分別区分ごとに透明または半透明の

ビニールの袋に入れ、それを 45ℓ以下の透明または

半透明のビニール袋に入れて出してください。

※単体で出す場合はビニール袋

に入れなくてかまいません。

45ℓ以下のビニール袋

注目！



（0463）71-5879 または （0463）72-3738

生活環境課 環境衛生センター（桜美園）
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■ 資源有効利用促進法対象機器（家庭用パソコン）

デスクトップ型パソコン（本体）、CRT ディスプレイ、

ノート型パソコン、液晶ディスプレイ

町で処分できないもの

■ 家電リサイクル法対象機器

エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機

（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、
　洗濯機・衣類乾燥機）

出し方①
新たに購入するお店に引き取って
もらう。 出し方③

二宮町家電リサイクル協力店に引き取って
もらう。

（リサイクル料金とは別に収集運搬料金が
  かかります。）出し方② 購入したお店に引き取ってもらう。

出し方④

出し方
各メーカーがパソコンの回収・リサイクルを行います。パソコンを処分する場合は、パソコン

メーカーに申し込んでください。

　※回収するメーカーが無いパソコンや自作のパソコンの場合

　　➡ 連絡先　パソコン３R 推進協会　　電話 （03）5282-7685

処分する場合は次の出し方①～④のいずれかの方法で処分してください。

処分する場合は次の出し方で処分してください。

指定引取場所に持ち込む。

　　　指定引取場所に持ち込むときの手順

　　　１．郵便局で「家電リサイクル券」を購入する。

　　　２．券に必要事項を記入し、処分する家電に張る。

　　　３．指定引取場所に連絡して搬入してください。

【指定引取場所】
  西濃運輸（株）小田原支店
  小田原市西大友 122-2

  電話（0465）36-6931

二宮町家電リサイクル協力店　一覧

地　区 店舗名 電話番号

二宮
金井ラジオ店 （0463）71-0226

ハマイムセン （0463）71-1047

富士見が丘 フジノ電器商会 （0463）72-3453

山西 松本テレビ商会 （0463）71-0366

百合が丘 さくら家電二宮店 （0463）71-1219

一色 井上電器商会 （0463）72-0384

リサイクル料金　一覧  （平成 26 年４月現在）

品　目 リサイクル料金

エアコン 1,620　～　9,720 円

テレビ 1,836　～　3,688 円

冷蔵庫・冷凍庫 3,888　～　6,037 円

洗濯機・衣類乾燥機 2,592　～　3,418 円

※リサイクル料金はメーカー、型番等により異なります。
　➡ 連絡先　（財）家電製品協会　家電リサイクル券センター

　　 電話 （0120）31-9640

※マークが付いている
　製品はメーカーが無償
　で回収・リサイクル

します。

間違えやすいもの
プリンター、スキャナーなど

→分別は、「家電類」
　（P.11）です。



神奈川県産業資源循環協会

※個人情報入りの携帯端末などは、役

場生活環境課または環境衛生センター

の回収ボックスにいれてください。(令

和７年７月より変更）

左のマークがある店でも回収しています。


